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１ 我が国の人口の現状と予測

人口5000万人は…明治時代終り頃の⽔準︕

2023年4月26日、厚生労働省の国立社会保障・
人口問題研究所が公表した「将来推計人口」
は、2020年に1億2615万人だった日本の総人口
は、2056年に1億人を割り、2070年に現在より
も３割減の8,700万人に落ち込み、さらに100

年後の2120年には5,000万人を割り込むと推計
している。

超少子高齢化社会下での人口減少！



２ 外国人労働者の受入れの政府方針

●単純労働者を認めていない
●移⺠を認めていない



３ 農業分野における外国人の受入れの状況

１ 外国人労働者の総数【2021（令和４）年10月末】

２

特定技能外国人数【 2023（令和５）年６月末】
農業分野における特定技能外国人の受入れの人数上限は、 2019（令和
元）年度からの５年間で36,500人

３

外国人技能実習生数【2021（令和４）年10月末】

43,562人

30,575人

20,882人



４ 技能実習制度及び特定技能制度の見直しの方向について

法務省 「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」を設置し、両制度の見直しを議論

【 検討の視点 】

■政策目的・制度趣旨と運用実態に乖離のない、整
合性のあるわかりやすい仕組みとする

■外国人に選ばれる国となり、外国人との共生社会
を実現する

■人権が尊重される仕組みとする（国際的にも理解
を得られる制度）

【 有識者会議の開催状況 】

第１回（2022年12月14日）
第２回（2023年 1月31日）
第３回（2023年 2月15日）
第４回（2023年 3月 8日）
第５回（2023年 4月10日）
第６回（2023年 4月19日）
第７回（2023年 4月28日）… 中間報告書とりまとめ
第８回（2023年 6月14日）
第９回（2023年 6月30日）
第10回（2023年 7月31日）
第11回（2023年10月 4日）
第12回（2023年10月18日）… 最終報告書たたき台提案
第13回（2023年10月27日）
第14回（2023年11月 8日）
第15回（2023年11月15日）
第16回（2023年11月24日）… 最終報告書とりまとめ
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技能実習制度に代わる「育成就労制度（仮称）」
のポイント

① 目的を「国際貢献」から「人材育成と人材確保」へ

② 基本３年の育成期間で特定技能１号の水準の人材に育成

③ 「稲作」「肉用牛」も含めすべての業務が可能

④ 季節性労働の実態に応じた受入れ・勤務形態も検討（Ｊ
Ａによる「農作業請負方式」の継続と出向先で勤務する
「在籍出向」の新規導入の検討可能）

⑤ １年経過および育成終了時までに、技能を評価する農業
技能実習試験（現行）を義務付け

⑥ 転籍を緩和（同一業務区分内に限り（耕種農業内、畜産
農業内）、同一機関での就労が１年超で、試験（技能試
験および日本語能力試験Ｎ５）合格の要件を満たせば可
能
※当分の間、分野によって１年を超える就労期間の設定

を認める経過措置を検討

⑦ 外国人材の継続的な学習による段階的な日本語能力向上


